
事業運営体制変更のご案内 
 

拝啓 平素より格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

このたび、これまで大和万業株式会社において実施してまいりました生活困窮者支援事業につきまして、

事業の専門性をさらに高め、より充実した支援体制を構築することを目的として、新たに“一般社団法

人大和倶楽部”を設立し、本事業を同法人にて運営することといたしました。 

 

今回の法人設立は、生活困窮者支援事業に特化した組織として運営することで、支援の質の向上と継続

的な支援体制の強化を図り、地域社会へのさらなる貢献を目指すための前向きな組織体制の整備でござ

います。 

 

私たちは、「住まいの安定は生活再建の第一歩である」との考えのもと、行政機関や地域の皆様、関係機

関との連携をより一層深めながら、支援を必要とされる方々一人ひとりに寄り添い、安心して地域で暮

らし続けられる社会の実現を目指してまいります。 

 

また、シェルター運営の居住生活支援を中心に、関係機関との連携を図りながら、住まいに関する課題

だけでなく、その後の生活を見据えた継続的な支援にも積極的に取り組み、地域における身近で信頼さ

れる相談・支援機関としての役割を果たしてまいります。 

 

これまで培ってまいりました経験と信頼を礎に、新たな体制のもと、役職員一同、より一層責任と使命

感を持って事業に取り組み、地域福祉の向上に貢献してまいります。 

 

「誰ひとり取り残さない。住まいから支える。」 

 

この理念を胸に、安定した住環境の提供と住まいの確保だけでなく、その先にある安心した暮らしまで

寄り添い続ける支援を実践し、地域社会に必要とされる法人を目指してまいります。 

 

今後とも変わらぬご指導、ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

一般社団法人大和倶楽部 

代表理事 上田 雄太 


